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△

借地権の更新料

Q:借地権の存続期間が今年の3月に切れ

たため、改めてその存続期間を延長すること

にしました ◎

その際、更新料として地代年額の3倍であ

る180万円を受け取りましたが、この更新

料は何所得になりますか。

JK:不動産所得になります。

【解説】

借地権又は地役権を設定して他人に土地を

長期間使用させることにより受け取る権利金

は、譲渡所得として課税される場合がありま

すが、この借地権等の存続期間を更新する場

合に受け取る、いわゆる更新料は、すべて不

動産所得として課税されます。

も つ とも、その更新料が、例えば木造建物

の所有を目的とした借地権につき、木造建物

を取り壊して鉄筋造りの建物にし、その建物

の所有を目的とする借地権にするなど、その

実質が契約の更改に係るものである場合の更

新料である場合には、借地権の設定により受

け取る権利金に対する課税と同様に、それが

資産の譲渡とみなされる行為に該当するもの

であるときは、譲渡所得として課税されるこ

とになります。

ご質問の場合は、単なる借地権の存続期間

の更新のようですから、不動産所得として課

税されます。なお、更新後の借地権の存続期

間が3年以上であり、かつ、その対価の額が

地代年額の2倍以上の場合は、臨時所得とし

て平均課税の適用を受けることができます。


